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安中市新型コロナウイルス感染症の対策及び
人権擁護に関する条例が制定されました

2021年2月1日号

あんなかのおしごと通信 Vol.15 安中市で行っている取組や事業を
紹介します。

▲市ホームページ
　はこちら

問合せ▶　市民生活課相談支援人権係（☎内線1207）本

問合せ▶安中市青少年センター（☎393－4777） 本

生涯学習だより
安中市教育委員会

安中市青少年センター補導員会の
活動紹介

“マナビー”

No.170

街頭補導等の実施状況（11月末まで）

▲若者への思いを込めた啓発ティッシュ
コロナ禍の中、思い通りにならない状況に負けない
で、半歩でも前へ進もうと、朝日に向かって走る高校
生男女を描いています。

・SNS起因の被害児童の約4割はツイッターによります。Instagram起因
も増加中です。そして、多くは自撮り画像によって被害を受けていま
す。（令和元年度）

・これからのSociety5.0時代では、青少年が、被害者・加害者にならな
いようにしながら、SNSを使って社会をスマートに生きていく能力を
身に付けることが求められています。
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①下校指導
　（補導員）

補導員会総会後の
　7月から実施

回数 人数
月

③登下校時補導
　（事務局）
回数 人数

総　　数

回数 人数

②夜間補導
　（補導員）
回数 人数
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おぜのかみさま県民運動

　安中市青少年センター補導員会は青少年の健全育成
と非行防止を図るため、現在10の青少年関係団体から
推薦され安中市教育委員会から委嘱された108人の補
導員で構成されています。
　主な活動は、①児童下校時補導活動と②夜間街頭補
導活動と③駅前街頭補導活動です。右の表は令和2年4
月から11月までの活動回数と参加人数を示したもので
す。

②夜間街頭補導活動
　消毒した車に少人数で乗車し、手指消毒・マスクを
して窓を開けパトロールしています。公園の中や橋の
下、ゲームコーナーなどは歩いて巡回します。
③駅前街頭補導活動
　例年12月に安中駅と松井田駅で配布していた『青少
年健全育成啓発ティッシュ』は、新しいオリジナルデ
ザインのもの（右の写真）を作り、市内3つの高校の高校
生全員に教室配付しました。
・左右の端のメッセージは、親や地域の大人から若者
に向けたメッセージ
・内側の言葉は、高校生が自分自身に言い聞かせて前
進しようとしている内なる言葉

①児童下校時補導活動の様子（下の写真）
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　この条例は、令和2年12月11日に公布・施行され、新型コロナウイルス感染症
（以下「感染症」といいます。）に関し、市、市民および事業者が、条例に規定す
る基本理念やそれぞれの責務を理解し、適切に対応することで、感染拡大を防止
し、感染者などの人権の擁護を図り、安心して暮らすことのできる地域社会の実
現を目的としています。
　条例で定めている主な内容は次のとおりです。なお、条例の全文は市ホームページに掲載しています。

【基本理念】
誰でも感染者などに対して、り患していることや、り患しているおそれがあることなどを理由として、
不当な差別、偏見、誹謗中傷などの人権を侵害する行為をしてはならない。

【市の責務】
広報活動を通じて感染症に関する正しい知識の普及啓発および発信に努め、感染拡大の防止に取り組む。
また、国や他の地方公共団体と連携協力するものとし、対策に必要な財政上の措置を講ずるよう努める。

【市民の責務】
感染症に関する正しい知識を持ち、感染症の予防に努め、手洗い、マスクの着用などの「新しい生活様
式」の実践に努める。

【事業者の責務】
感染症に関する正しい知識を持ち、感染拡大防止のため、適切な措置を講じ、従業者およびその家族が
不当な差別的取扱いを受けることがないよう十分配慮する。

ひぼう

▲補導員の話を聞く小学生

　セーフネット標語『おぜのかみさ
ま』を普及し啓発することによっ
て、青少年が安全・安心してイン
ターネットを利用していける環境づ
くりを推進する取組です。
お…写真を お くらない
ぜ… ぜ ったいにあわない　
の…個人情報を の せない
か…悪口などを か きこまない　
み…有害サイトを み ない
さ…出会いを さ がさない
ま…家庭でのルールを ま もる


